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労働保険は

●ハローワークから事業所様向けの雇用に関する情報をお
届けします。
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 ハローワーク磐田管内の雇用失業情勢（1１月）
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● ハローワーク磐田の管轄は、磐田市、袋井市、森町の二市一町です。
● 有効求人倍率は1.0７倍となり、前月を0.0１ポイント上回りました。

新規求人数は前月比8.9％の増加、新規求職者数は前月比6.9％の
減少となりました。

● 人員を確保するために企業の採用意欲は維持されている状況と思われますが、原材料
やエネルギー価格が高騰し企業収益の減少が長期化していることもあり、雇用について
は少し落ち着いた状況にあると推測しています。

有効求人倍率の推移

（注） 「全国」「静岡県」の数値は季節調整済の数値、「磐田所」は実数値です。

季節調整については、令和3年12月以前の数値については季節調整替えを行っています。

ハローワークインターネットサービスの機能拡充に伴い、令和３年９月以降の数値には、ハローワークに来所せず、

オンライン上で求職登録した求職者数や、求職者がハローワークインターネットサービスの求人に直接応募した

就職件数等が含まれています。

労働保険は

 新春のご挨拶

明けましておめでとうございます。昨年もコロナ禍での行動制限がされている中、
業務においてご不便をおかけしたことと思います。
さて、昨年は新型コロナの影響をはじめ、半導体不足、ガソリンをはじめとするエ
ネルギー資源や原材料の高騰、円安等さまざまな影響を受けた１年でした。
しかしながら、人手不足感は高まり、求人数はコロナ前と比べても変わらない状況
となりました。
また、今春卒業する高校生の求人については、求人倍率が４倍を超える近年にな
い高い数値となり、求人者にとっては厳しい雇用環境となりました。
その雇用環境下において今年も、求人の未充足対策をはじめ、雇用調整助成金
等各種助成金での事業所支援、また失業者への職業紹介・失業等給付の支給な
ど様々な支援をしてまいります。
新型コロナの感染収束を願いながら、この地域がさらに活性化し魅力あふれる地
域になるよう微力ながら努めてまいりますので、今年もどうぞよろしくお願いいたし
ます。

 令和５年３月高校卒業予定者の就職内定状況（11月末）

労働保険は

 長期療養者の採用に向けて
長期療養者とは、がん、肝炎、糖尿病等により、長期療養（経過観察・通院
等）が必要な方をいいます。

静岡労働局では、令和５年３月に静岡県内の高校卒業予定者に対する
求人・求職状況を取りまとめました。
静岡県内の状況
●求人数16,514人（前年同期比17.1％） 求職者数5，248人（▲7.8％） 求人倍率
3.15倍（0.67P） 就職内定率4,660人（▲7.4％）
ハローワーク磐田管内の状況
●求人数1,624人（前年同期比26.8％） 求職者数368人（▲13.2％） 求人倍率4.41
倍（1.39P） 就職内定率89.4％（▲2.6％）

医療技術の進歩や医療提供体制の整備等により、入院による治療から、通院によ
る治療への変化が進み、働きながら通院している人も少なくありません。一方で、が
ん等に罹患したために仕事を辞めてしまう方も一定程度おります。がん患者をはじめ、
肝炎、糖尿病により長期にわたる療養を続けながら、就職を希望する方への社会的
課題となっています。
「仕事と治療が両立しやすい求人」にご理解とご協力をお願いします。
□軽作業など身体への負担が少ない業務内容 □時間単位で年次有給休暇が取得できる
□テレワーク等在宅勤務が可能 □勤務時間等の労働条件について柔軟な対応が可能

R3.11 R3.12 R4.1 R4.2 R4.3 R4.4 R4.5 R4.6 R4.7 R4.8 R4.9 R4.10 R4.11

全国 1.17 1.17 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.27 1.29 1.32 1.34 1.35 1.35 

静岡県 1.14 1.14 1.18 1.21 1.24 1.27 1.28 1.31 1.31 1.32 1.33 1.32 1.31 

磐田所 1.07 1.16 1.14 1.13 1.10 1.02 1.05 1.01 1.06 1.09 1.09 1.06 1.07 



 「派遣社員を受け入れるときの主なポイント」
～ 派遣先事業所の皆さまへ ～

 精神・発達障害者しごとサポーター養成講座のご案内

■派遣先事業所単位の期間制限と派遣労働者個人単位の期間制限
があります。
■派遣元事業主が、【派遣先均等・均衡方式】または【労使協定方式】のいずれかの
待遇決定方式により、派遣労働者の公正な待遇を確保する必要があることについて、
派遣先は認識しておく必要があります。（派遣労働者の同一労働同一賃金）
■派遣契約の締結にあたっては①事前面接の禁止②適切な派遣契約の締結③日
雇派遣・グループ企業派遣の制限があります。
■派遣就業にあたっては①離職後1年以内の労働者の受入禁止②社会・労働保険
の適用③派遣先責任者の選任、派遣先管理台帳の作成をしなければなりません。
問い合わせ先 静岡労働局需給調整事業課（054-271-9980）

従業員の方を対象に精神障害・発達障害に関して正しく理解いただ
き、職場における応援者となっていただくための講座を開催します。
【内容】「精神疾患（発達障害含む）の種類、精神・発達障害の特性、
共に働く上でのポイント（コミュニケーション方法）等について、精神・発達障害につ
いての基礎知識や一緒に働くための必要な配慮などを学ぶことができます。
【開催日程】１月２６日（木） ２月１７日（金） ３月２３日（木） いずれも１４時～１６時
【会 場】 ハローワーク磐田３階会議室
【受講者】企業に雇用されている方であれば、どなたでも受講可能です。
【定 員】各日とも１２名（先着順で定員に達し次第締め切ります。）

 特定求職者雇用開発助成金（成長分野等人材確保・育
成コース）申請手続きの注意点

令和４年12月に創設された「特定求職者雇用開発助成金（成長分
野等人材確保・育成コース）」（特開金）の新規メニューには「採用した
労働者を人材開発支援助成金（人開金）を活用した訓練と関連した業務に従事させる
事業主」という支給要件があり、人開金の活用が前提となっています。
ただし、人開金のうち賃金助成額分は、特開金と併給調整がかかります。
（どちらか一方の助成金のみ受給）

同一の対象者について、両助成金の受給を希望する場合、賃金助成は一方のみ支給

高年齢者、障害者、母子家庭の母などの就職困難者を、ハローワーク
等の紹介により、継続して雇用する労働者（雇用保険の一般被保険者）として雇い入
れる事業主に対して、助成金を支給します。【短時間労働者以外の場合】

 特定求職者雇用開発助成金（生涯現役コース）のご案内
65歳以上の離職者を雇用する事業主をサポートします。

雇入れ日の満年齢が６５歳以上の離職者を、ハローワーク等の紹介
により、１年以上継続して雇用することが確実な労働者（雇用保険の高
年齢被保険者）として雇い入れる事業主に対して助成金を支給します。

ハローワーク磐田は、これからも地域から信頼されるハローワークを目指し取り組んでまいります。

●求人者マイページでできること
事業主の方が求人者マイページを開設すると、会社のパソコン等から
・求人申込み（求人内容の変更、取消等） ・求職者マイページからの
応募の受付 （オンラインハローワーク紹介、オンライン自主応募） ・応募者の管理
・求職者マイページを開設している応募者とのメッセージの送受信や選考結果連絡
・選考結果のハローワークへの連絡（登録） ・求職情報の検索・直接リクエスト
などが可能となります。
○オンライン自主応募とは
求職者の自主的な求職活動で、ハローワークインターネットサービスからハローワー
クの職業相談や職業紹介を介さずに、マイページから直接その求人に応募すること
をいいます。職業紹介に当たらないため、ハローワークの紹介を要件とする助成金
の対象になりませんのでご注意下さい。
○オンラインハローワーク紹介とは
求人者と求職者の職業紹介を、ハローワークへの来所を求めることなく、マイページ
を使ってオンライン上で行うことをいいます。ハローワーク職員が求人・求職の適合
性を判断して職業紹介を行うため、ハローワークの紹介を要件とする助成金の対象
になります。

賃金助成 経費助成

人開金 訓練期間中に支払われた賃金の一部への助成
金額：～９６０円（訓練１時間あたり）

訓練経費の一部への助成
助成率３０％～７５％

特開金 採用された労働者の賃金の一部への助成
９０万円～３６０万円（短時間以外の場合）

対象労働者 支給額 助成金対象期間 支給対象期ごとの支給額

高年齢者（60歳以上65歳
未満）、母子家庭の母当

６０（５０）万円 １年 ３０万円×２期
（２５万円×２期）

身体・知的障害者 １２０（５０）万円 ２年（１年） ３０万円×４期
（２５万円×２期）

重度障害者等（重度障害
者、45歳以上の障害者、精
神障害者）

２４０（１００）万円 ３年（１年６か月） ４０万円×６期
（３３万円×３期）

 求人の依頼は「求人者マイページ」をぜひご利用ください

対象労働者の一週間の所定労働時間 支給額 支給対象期ごとの支給額

３０時間以上
（短時間労働者以外）

７０（６０）万円 ３５（３０）万円×２期

２０時間以上３０時間未満
（短時間労働者）

５０（４０）万円 ２５（２０）万円×２期

 特定求職者雇用開発助成金（特定困難者コース）のご案内
高年齢者、障害者など就職困難者を雇用する事業主をサポートします。


